
 電子証書等の提出方法（建設工事及び測量・建設ｺﾝｻﾙﾀﾝﾄ等業務） 

 

【保証事業会社の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※1)保証事業会社から発行された『「認証キー」のお知らせ』（PDFファイル）を電子 

メール等で提出する。 

提出先 
契約保証に係るもの           契約課 

前払金(中間前払金)保証に係るもの    施工担当課 

 

【損害保険会社の場合】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(※2)発行された PDF形式の証券を電子メールに添付し、契約課のメールアドレスに 

加えて、送信先の CC(複写)欄に損害保険会社が指定するメールアドレスを入力 

し送信する。 
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